
独身証明書の請求方法 

事前に、必ず本籍地のある役所のホームページや電話で確認してください。 

 

■独身証明書の請求方法は、独身証明書申請書を使って本籍地のある役所（市役所・町村役場）で申請がで

き、受け取れます。 

※本籍地が、住民票のある自治体の役所や自宅から最寄りの役所等と違う場合は注意してください。 

※即日受け取れるかどうか、どの身分証明書であればよいかは、各役所にお問い合わせください。 

 

■役所窓口で直接請求する方法と郵送で取り寄せる方法の 2 種類あります。 

担当となる部署は、各役所の戸籍課です。  

※自治体によって必要な本人証明書や申請料金が異なる場合があります。 

 

■郵送で請求する場合 

本籍のある役所（市役所・町村役場）へ以下の［役所へ郵送するもの］を郵送してください。 

※郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。 

※投函してから証明書がお手元に届くまで、通常 10 日程度ですが、郵便事情や休日等の要因により、 

さらに日数がかかる場合がありますのでお急ぎの場合は余裕をもって請求してください。 

 

■役所へ郵送するもの 

 

1.独身証明書申請書 

本籍地のある役所のホームページから独身証明書の申請書をダウンロードしてください。 

※もし役所指定の独身証明書の申請書が無い場合は、添付の当会の独身証明書申請書類をご利用ください。 

上半分が申請書で下半分が証明書という形式になっています。 

申請するときは、上半分の申請書にのみ必要事項を記入し、下半分は役所に返信してもらいます。 

請求書には、署名又は記名が必要で、請求者名を印字する場合は、必ず押印してください。 

鉛筆等、文字を消すことができる筆記具は使用しないようにしてください。 

 

2.住所が記載された本人確認書類のコピー（公的書類かつ現住所が確認できる身分証明書の写し） 

運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、健康保険証など 

「氏名が記載されている面の写し」と「住所が記載されている面の写し」が必要です。 

※パスポート(旅券)では住所が確認できませんので、その他の書類を送付してください。 

※現住所（住民登録地）がわかるようにコピーをとって同封してください。 

 

3.定額小為替（一般的には手数料１件 300円、郵便局で購入できます） 

手数料は役所により異なります（50〜400 円程度）ので、あらかじめ問い合わせをしましょう。 

※切手や収入印紙では受付されませんのでご注意ください。 

※定額小為替は、残りの有効期間が一週間程度あるものを送付してください。（有効期間は発行日から 6 か月） 

 

4.返信用の封筒 （返信用切手を貼り、ご自分の住所・氏名を宛先に記入） 

84 円（25g 以内 2020年現在）切手を貼り、返信先の氏名・現住所を記入した封筒を同封します。 


